
昭
和
五
十
一
年
総
理
府
令
第
五
十
八
号

振
動
規
制
法
施
行
規
則

振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
条
第
三
項
（
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
振
動
規
制
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
振
動
規
制
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

（
公
示
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
三
項
（
法
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、

都
道
府
県
又
は
市
の
公
報
に
掲
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
書
の
提
出
部
数
）

第
三
条
　
法
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
三
項
並
び
に
第
十
四
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出
書
の
正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
定
施
設
の
設
置
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
工
場
又
は
事
業
場
の
事
業
内
容

二
　
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数

三
　
特
定
施
設
の
型
式

３
　
法
第
六
条
第
二
項
（
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
特
定
工
場
等
及
び
そ
の
付
近
の
見
取
図
と
す
る
。

（
経
過
措
置
に
伴
う
届
出
）

第
五
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
定
施
設
の
変
更
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変

更
の
届
出
に
あ
つ
て
は
様
式
第
三
、
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
に
あ
つ
て
は
様
式

第
四
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は

第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
特
定
施
設
の
種
類
及
び
能
力
ご
と
の
数
を
増
加

し
な
い
場
合

二
　
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
が
当
該
特
定
工
場
等
に
お
い
て

発
生
す
る
振
動
の
大
き
さ
の
増
加
を
伴
わ
な
い
場
合

三
　
法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
施
設
の
使
用
開
始
時
刻
の
繰
上

げ
又
は
使
用
終
了
時
刻
の
繰
下
げ
を
伴
わ
な
い
場
合

第
七
条
　
削
除

（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届

出
に
あ
つ
て
は
様
式
第
六
、
特
定
工
場
等
に
設
置
す
る
特
定
施
設
の
す
べ
て
の
使
用
の
廃
止
の
届
出
に
あ
つ
て
は

様
式
第
七
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

第
九
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
定
建
設
作
業
の
実
施
の
届
出
）

第
十
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
建
設
工
事
の
名
称
並
び
に
発
注
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二
　
特
定
建
設
作
業
に
使
用
さ
れ
る
振
動
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
別
表
第
二
に

規
定
す
る
機
械
の
名
称
、
型
式
及
び
仕
様

三
　
下
請
負
人
が
特
定
建
設
作
業
を
実
施
す
る
場
合
は
、
当
該
下
請
負
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

四
　
届
出
を
す
る
者
の
現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
場
所
並
び
に
下
請
負
人
が
特
定
建
設
作
業
を
実
施
す
る
場

合
は
、
当
該
下
請
負
人
の
現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
場
所

３
　
法
第
十
四
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
特
定
建
設
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
の
工
程
の
概
要
を
示

し
た
工
事
工
程
表
で
特
定
建
設
作
業
の
工
程
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る
。

（
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
条
の
二
　
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
書
並
び
に
そ
の
添
付
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

当
該
届
出
書
等
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
十
の
光
デ
ィ
ス
ク
提
出
書
を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
光
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
十
条
の
三
　
前
条
の
光
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｘ
○
六
○
六
及
び
Ｘ
六
二
八
二
又
は
Ｘ
○
六
○
六
及
び
Ｘ
六
二
八
三
に
適
合
す
る
直
径
百
二

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｘ
○
六
○
九
又
は
Ｘ
○
六
一
一
及
び
Ｘ
六
二
四
八
又
は
Ｘ
六
二
四
九
に
適
合
す
る
直
径
百
二

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

（
特
定
建
設
作
業
の
規
制
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の

基
準
は
、
別
表
第
一
第
一
号
の
基
準
を
超
え
る
大
き
さ
の
振
動
を
発
生
す
る
特
定
建
設
作
業
に
つ
い
て
法
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
行
う
に
当
た
り
、
同
表
第
三
号
本
文
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
日
に
お
け
る
作
業
時
間
を
同
号
に
定
め
る
時
間
未
満
四
時
間
以
上
の
間
に
お
い
て
短
縮

さ
せ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
道
路
交
通
振
動
の
限
度
）

第
十
二
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
限
度
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道

府
県
知
事
（
市
の
区
域
内
の
区
域
に
係
る
限
度
に
つ
い
て
は
、
市
長
。
）
、
道
路
管
理
者
及
び
都
道
府
県
公
安
委
員

会
が
協
議
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
、
病
院
等
特
に
静
穏
を
必
要
と
す
る
施
設
の
周
辺
の
道
路
に
お
け
る
限
度

は
同
表
に
定
め
る
値
以
下
当
該
値
か
ら
五
デ
シ
ベ
ル
減
じ
た
値
以
上
と
し
、
特
定
の
既
設
幹
線
道
路
の
区
間
の
全

部
又
は
一
部
に
お
け
る
夜
間
の
第
一
種
区
域
の
限
度
は
夜
間
の
第
二
種
区
域
の
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
十
三
条
　
法
第
十
七
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
一
一
日
総
理
府
令
第
一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
二
月
二
五
日
総
理
府
令
第
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
八
日
総
理
府
令
第
四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
九
日
総
理
府
令
第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
総
理
府
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
様
式
第
四
及
び
様
式
第
六
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行

規
則
様
式
第
五
、
騒
音
規
制
法
施
行
規
則
様
式
第
六
、
振
動
規
制
法
施
行
規
則
様
式
第
六
、
湖
沼
水
質
保
全
特
別

措
置
法
施
行
規
則
様
式
第
四
並
び
に
特
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水
道
水
源
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関

す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
様
式
第
八
に
よ
る
届
出
書
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
一
三
日
総
理
府
令
第
四
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
八
日
総
理
府
令
第
二
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
、
第
十
条
の

五
第
一
号
、
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
四
ま
で
及
び
様
式
第
六
か
ら
様
式
第
十
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
一
五
日
総
理
府
令
第
一
五
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
五
日
環
境
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
環
境
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
五
日
環
境
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

一
　
特
定
建
設
作
業
の
振
動
が
、
特
定
建
設
作
業
の
場
所
の
敷
地
の
境
界
線
に
お
い
て
、
七
十
五
デ
シ
ベ
ル
を
超

え
る
大
き
さ
の
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
特
定
建
設
作
業
の
振
動
が
、
付
表
の
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
に
あ
つ
て
は
午
後
七
時
か
ら
翌
日
の
午
前
七
時

ま
で
の
時
間
、
付
表
の
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
に
あ
つ
て
は
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
六
時
ま
で
の
時
間

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
時
間
を
「
夜
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ

て
発
生
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
建
設
作
業
に
係
る
振
動

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

イ
　
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
当
該
特
定
建
設
作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

ロ
　
人
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る

場
合

ハ
　
鉄
道
又
は
軌
道
の
正
常
な
運
行
を
確
保
す
る
た
め
特
に
夜
間
に
お
い
て
当
該
特
定
建
設
作
業
を
行
う
必
要

が
あ
る
場
合

ニ
　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
の
許
可
に

当
該
特
定
建
設
作
業
を
夜
間
に
行
う
べ
き
旨
の
条
件
が
付
さ
れ
た
場
合
及
び
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基

づ
く
協
議
に
お
い
て
当
該
特
定
建
設
作
業
を
夜
間
に
行
う
べ
き
こ
と
と
同
意
さ
れ
た
場
合

ホ
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
七
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
使
用

の
許
可
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
夜
間
に
行
う
べ
き
旨
の
条
件
が
付
さ
れ
た
場
合
及
び
同
法
第
八
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
お
い
て
当
該
特
定
建
設
作
業
を
夜
間
に
行
う
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
場
合

三
　
特
定
建
設
作
業
の
振
動
が
、
当
該
特
定
建
設
作
業
の
場
所
に
お
い
て
、
付
表
の
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
に
あ

つ
て
は
一
日
十
時
間
、
付
表
の
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
に
あ
つ
て
は
一
日
十
四
時
間
を
超
え
て
行
わ
れ
る
特
定

建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
建
設
作

業
に
係
る
振
動
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

イ
　
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
当
該
特
定
建
設
作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

ロ
　
人
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る

場
合

四
　
特
定
建
設
作
業
の
振
動
が
、
特
定
建
設
作
業
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
作
業
の
期
間
が
当
該
特
定
建
設
作
業

の
場
所
に
お
い
て
連
続
し
て
六
日
を
超
え
て
行
わ
れ
る
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
も
の
で
な
い
こ

と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
建
設
作
業
に
係
る
振
動
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

イ
　
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
当
該
特
定
建
設
作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

ロ
　
人
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る

場
合

2



五
　
特
定
建
設
作
業
の
振
動
が
、
日
曜
日
そ
の
他
の
休
日
に
行
わ
れ
る
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
も
の

で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
建
設
作
業
に
係
る
振
動
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
こ
と
。

イ
　
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
当
該
特
定
建
設
作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

ロ
　
人
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る

場
合

ハ
　
鉄
道
又
は
軌
道
の
正
常
な
運
行
を
確
保
す
る
た
め
特
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
日
曜
日
そ
の
他
の
休
日
に

行
う
必
要
が
あ
る
場
合

ニ
　
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
変
電
所
の
変
更
の
工
事
と
し
て
行
う
特
定
建
設
作
業
で
あ
つ
て
当
該
特
定
建
設
作
業
を
行
う
場
所
に
近
接

す
る
電
気
工
作
物
の
機
能
を
停
止
さ
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
当
該
特
定
建
設
作
業
に
従
事
す
る
者
の
生
命
又
は

身
体
に
対
す
る
安
全
が
確
保
で
き
な
い
た
め
特
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
日
曜
日
そ
の
他
の
休
日
に
行
う
必

要
が
あ
る
場
合

ホ
　
道
路
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
の
許
可
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
日
曜
日
そ
の
他

の
休
日
に
行
う
べ
き
旨
の
条
件
が
付
さ
れ
た
場
合
及
び
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
お
い
て

当
該
特
定
建
設
作
業
を
日
曜
日
そ
の
他
の
休
日
に
行
う
べ
き
こ
と
と
同
意
さ
れ
た
場
合

ヘ
　
道
路
交
通
法
第
七
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
使
用
の
許
可
に
当
該
特
定
建
設
作
業
を
日

曜
日
そ
の
他
の
休
日
に
行
う
べ
き
旨
の
条
件
を
付
さ
れ
た
場
合
及
び
同
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
協
議
に
お
い
て
当
該
特
定
建
設
作
業
を
日
曜
日
そ
の
他
の
休
日
に
行
う
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
場
合

備考

１
　
デ
シ
ベ
ル
と
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
別
表
第
二
に
定
め
る
振
動
加
速
度
レ
ベ
ル
の

計
量
単
位
を
い
う
。

２
　
振
動
の
測
定
は
、
計
量
法
第
七
十
一
条
の
条
件
に
合
格
し
た
振
動
レ
ベ
ル
計
を
用
い
、
鉛
直
方
向
に
つ
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
振
動
感
覚
補
正
回
路
は
鉛
直
振
動
特
性
を
用
い
る
こ
と
と
す

る
。

３
　
振
動
の
測
定
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
振
動
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
設
置
場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
緩
衝
物
が
な
く
、
か
つ
、
十
分
踏
み
固
め
等
の
行
わ
れ
て
い
る
堅
い
場
所

ロ
　
傾
斜
及
び
お
う
と
つ
が
な
い
水
平
面
を
確
保
で
き
る
場
所

ハ
　
温
度
、
電
気
、
磁
気
等
の
外
囲
条
件
の
影
響
を
受
け
な
い
場
所

二
　
暗
振
動
の
影
響
の
補
正
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

測
定
の
対
象
と
す
る
振
動
に
係
る
指
示
値
と
暗
振
動
（
当
該
測
定
場
所
に
お
い
て
発
生
す
る
振
動
で
当

該
測
定
の
対
象
と
す
る
振
動
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
の
指
示
値
の
差
が
十
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
場
合

は
、
測
定
の
対
象
と
す
る
振
動
に
係
る
指
示
値
か
ら
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
示
値
の
差
ご
と
に

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
補
正
値
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

指
示
値
の
差

補
正
値

三
デ
シ
ベ
ル

三
デ
シ
ベ
ル

四
デ
シ
ベ
ル

二
デ
シ
ベ
ル

五
デ
シ
ベ
ル

六
デ
シ
ベ
ル

一
デ
シ
ベ
ル

七
デ
シ
ベ
ル

八
デ
シ
ベ
ル

九
デ
シ
ベ
ル

４
　
振
動
レ
ベ
ル
の
決
定
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
測
定
器
の
指
示
値
が
変
動
せ
ず
、
又
は
変
動
が
少
な
い
場
合
は
、
そ
の
指
示
値
と
す
る
。

二
　
測
定
器
の
指
示
値
が
周
期
的
又
は
間
欠
的
に
変
動
す
る
場
合
は
、
そ
の
変
動
ご
と
の
指
示
値
の
最
大

値
の
平
均
値
と
す
る
。

三
　
測
定
器
の
指
示
値
が
不
規
則
か
つ
大
幅
に
変
動
す
る
場
合
は
、
五
秒
間
隔
、
百
個
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
間
隔
、
個
数
の
測
定
値
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
レ
ン
ジ
の
上
端
の
数
値
と
す
る
。

付
表

一
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
区
域
と
し
て
都
道

府
県
知
事
（
市
の
区
域
内
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
市
長
。
別
表
第
二
備
考
１
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
指
定
し
た
区
域

イ
　
良
好
な
住
居
の
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
特
に
静
穏
の
保
持
を
必
要
と
す
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
住
居
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
た
め
、
静
穏
の
保
持
を
必
要
と
す
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
住
居
の
用
に
併
せ
て
商
業
、
工
業
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
区
域
で
あ
つ
て
、
相
当
数
の
住
居
が
集
合
し
て
い

る
た
め
、
振
動
の
発
生
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
う
ち
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施

設
を
有
す
る
も
の
、
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
館
、
老
人

福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
並
び
に
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
敷
地
の
周
囲
お
お
む
ね
八
十
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
で
あ

る
こ
と
。

二
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域

別
表
第
二
（
第
十
二
条
関
係
）

区
域
の
区
分

時
間
の
区
分

昼
間

夜
間

第
一
種
区
域

六
十
五
デ
シ
ベ
ル

六
十
デ
シ
ベ
ル

第
二
種
区
域

七
十
デ
シ
ベ
ル

六
十
五
デ
シ
ベ
ル

備考

１
　
第
一
種
区
域
及
び
第
二
種
区
域
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定

め
た
区
域
を
い
う
。

一
　
第
一
種
区
域
　
良
好
な
住
居
の
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
特
に
静
穏
の
保
持
を
必
要
と
す
る
区
域
及
び

住
居
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
た
め
、
静
穏
の
保
持
を
必
要
と
す
る
区
域

二
　
第
二
種
区
域
　
住
居
の
用
に
併
せ
て
商
業
、
工
業
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
区
域
で
あ
つ
て
、
そ
の
区

域
内
の
住
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
振
動
の
発
生
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
区
域
及
び
主
と
し

て
工
業
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
区
域
で
あ
つ
て
、
そ
の
区
域
内
の
住
民
の
生
活
環
境
を
悪
化
さ
せ
な
い

た
め
、
著
し
い
振
動
の
発
生
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
区
域

２
　
昼
間
及
び
夜
間
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
（
市
の

区
域
内
の
区
域
に
係
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
市
長
。
）
が
定
め
た
時
間
を
い
う
。

一
　
昼
間
　
午
前
五
時
、
六
時
、
七
時
又
は
八
時
か
ら
午
後
七
時
、
八
時
、
九
時
又
は
十
時
ま
で

二
　
夜
間
　
午
後
七
時
、
八
時
、
九
時
又
は
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
、
六
時
、
七
時
又
は
八
時
ま
で

３
　
デ
シ
ベ
ル
と
は
、
計
量
法
別
表
第
二
に
定
め
る
振
動
加
速
度
レ
ベ
ル
の
計
量
単
位
を
い
う
。

４
　
振
動
の
測
定
は
、
計
量
法
第
七
十
一
条
の
条
件
に
合
格
し
た
振
動
レ
ベ
ル
計
を
用
い
、
鉛
直
方
向
に
つ
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
振
動
感
覚
補
正
回
路
は
鉛
直
振
動
特
性
を
用
い
る
こ
と
と
す

る
。

５
　
振
動
の
測
定
場
所
は
、
道
路
の
敷
地
の
境
界
線
と
す
る
。

６
　
振
動
の
測
定
は
、
当
該
道
路
に
係
る
道
路
交
通
振
動
を
対
象
と
し
、
当
該
道
路
交
通
振
動
の
状
況
を
代
表

す
る
と
認
め
ら
れ
る
一
日
に
つ
い
て
、
昼
間
及
び
夜
間
の
区
分
ご
と
に
一
時
間
当
た
り
一
回
以
上
の
測
定
を

四
時
間
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

７
　
振
動
の
測
定
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
振
動
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
設
置
場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
緩
衝
物
が
な
く
、
か
つ
、
十
分
踏
み
固
め
等
の
行
わ
れ
て
い
る
堅
い
場
所

ロ
　
傾
斜
及
び
お
う
と
つ
が
な
い
水
平
面
を
確
保
で
き
る
場
所

3



ハ
　
温
度
、
電
気
、
磁
気
等
の
外
囲
条
件
の
影
響
を
受
け
な
い
場
所

二
　
暗
振
動
の
影
響
の
補
正
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

測
定
の
対
象
と
す
る
振
動
に
係
る
指
示
値
と
暗
振
動
（
当
該
測
定
場
所
に
お
い
て
発
生
す
る
振
動
で
当
該

測
定
の
対
象
と
す
る
振
動
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
の
指
示
値
の
差
が
十
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
場
合
は
、

測
定
の
対
象
と
す
る
振
動
に
係
る
指
示
値
か
ら
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
示
値
の
差
ご
と
に
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
補
正
値
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

指
示
値
の
差

補
正
値

三
デ
シ
ベ
ル

三
デ
シ
ベ
ル

四
デ
シ
ベ
ル

二
デ
シ
ベ
ル

五
デ
シ
ベ
ル

六
デ
シ
ベ
ル

一
デ
シ
ベ
ル

七
デ
シ
ベ
ル

八
デ
シ
ベ
ル

九
デ
シ
ベ
ル

８
　
振
動
レ
ベ
ル
は
、
五
秒
間
隔
、
百
個
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
間
隔
、
個
数
の
測
定
値
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
レ

ン
ジ
の
上
端
の
数
値
を
、
昼
間
及
び
夜
間
の
区
分
ご
と
に
す
べ
て
に
つ
い
て
平
均
し
た
数
値
と
す
る
。

様
式
第
１
（
第
４
条
関
係
）

様式第1(第4条関係) 

特 定 施 設 設 置 届 出 書 

年  月  日 

  市 町 村 長  殿 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法
人にあつてはその代表者の氏名 

 

  振動規制法第6条第1項の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届け出ま

す。 

工場又は事業場の名
称 

  ※ 整 理 番 号   

工場又は事業場の所
在地 

  ※ 受理年月日 年  月  日 

工場又は事業場の事
業内容 

  ※ 施 設 番 号   

常時使用する従業員
数 

  ※ 審 査 結 果   

振動の防止の方法 別紙のとおり。 ※ 備 考   

特 定 施 設 の 種 類 型 式 
公 称
能 力 

数 
使用開始時刻 

(時・分) 
使用終了時刻 

(時・分) 

            

            

            

 備考 1 特定施設の種類の欄には、振動規制法施行令別表第1に掲げる号番号及びイ、

ロ、ハ等の細分があるときはその記号並びに名称を記載すること。 

    2 振動の防止の方法の欄の記載については、別紙によることとし、吊基礎、直接

支持基礎(板ばね、コイルばね等を使用するもの)、空気ばねの設置等振動の防止

に関して講じようとする措置の概要を明らかにするとともに、できる限り図面、

表等を利用すること。 

    3 ※印の欄には、記載しないこと。 

    4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本

産業規格A4とすること。 

     

つり 

4



様
式
第
２
（
第
５
条
関
係
）

様式第2(第5条関係) 

特 定 施 設 使 用 届 出 書 

年  月  日 

  市 町 村 長  殿 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法
人にあつてはその代表者の氏名 

 

  振動規制法第7条第1項の規定により、特定施設について、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名
称 

  ※ 整 理 番 号   

工場又は事業場の所
在地 

  ※ 受理年月日 年  月  日 

工場又は事業場の事
業内容 

  ※ 施 設 番 号   

常時使用する従業員
数 

  ※ 審 査 結 果   

振動の防止の方法 別紙のとおり。 ※ 備 考   

特 定 施 設 の 種 類 型 式 
公 称
能 力 

数 
使用開始時刻 

(時・分) 
使用終了時刻 

(時・分) 

            

            

            

 備考 1 特定施設の種類の欄には、振動規制法施行令別表第1に掲げる号番号及びイ、

ロ、ハ等の細分があるときはその記号並びに名称を記載すること。 

    2 振動の防止の方法の欄の記載については、別紙によることとし、吊基礎、直接

支持基礎(板ばね、コイルばね等を使用するもの)、空気ばねの設置等振動の防止

に関して講じようとする措置の概要を明らかにするとともに、できる限り図面、

表等を利用すること。 

    3 ※印の欄には、記載しないこと。 

    4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本

産業規格A4とすること。 

     

つり 

様
式
第
３
（
第
６
条
関
係
）

様式第3(第6条関係) 

特定施設の種類及び能力ごとの数 
特 定 施 設 の 使 用 の 方 法 

変更届出書 

年  月  日 

  市 町 村 長  殿 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法
人にあつてはその代表者の氏名 

 

  振動規制法第8条第1項の規定により、 
特定施設の種類及び能力ごとの数 
特 定 施 設 の 使 用 の 方 法 

の変更につい 

て次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場
の名称 

  ※ 整 理 番 号   

工場又は事業場
の所在地 

  ※ 受 理 年 月 日 年  月  日 

  

※ 施 設 番 号   

※ 審 査 結 果   

※ 備 考   

特定施設の種類 型式 公称能力 
数 使 用 開 始 時 刻 使 用 終 了 時 刻 

変更
前 

変更
後 

変更前 
(時・分) 

変更後 
(時・分) 

変更前 
(時・分) 

変更後 
(時・分) 

                  

                  

                  

 備考 1 特定施設の種類及び能力ごとの数又は特定施設の使用の方法に変更がある場

合であつても、振動規制法第8条第1項ただし書の規定により届出を要しないこと

とされるときは、当該特定施設の種類については、記載しないこと。 

    2 特定施設の種類の欄には、振動規制法施行令別表第1に掲げる号番号及びイ、

ロ、ハ等の細分があるときはその記号並びに名称を記載すること。 

    3 ※印の欄には、記載しないこと。 

    4 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

     

5



様
式
第
４
（
第
６
条
関
係
）

様式第4(第6条関係) 

振動の防止の方法変更届出書 

年  月  日 

  市 町 村 長  殿 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法

人にあつてはその代表者の氏名 
 

  振動規制法第8条第1項の規定により、振動の防止の方法の変更について、次のとおり

届け出ます。 

工場又は事業場の名
称 

  ※ 整 理 番 号   

工場又は事業場の所
在地 

  ※ 受 理 年 月 日 年  月  日 

振動の防止の方法 

変 更 前 変 更 後 ※ 施 設 番 号   

別紙のとおり。 

※ 審 査 結 果   

※ 備 考   

 備考 1 振動の防止の方法の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる

限り、図面、表等を利用すること。また、変更前及び変更後の内容を対照させる

こと。 

    2 ※印の欄には、記載しないこと。 

    3 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本

産業規格A4とすること。 

    

様
式
第
五
　
削
除

様
式
第
６
（
第
８
条
関
係
）

様式第6(第8条関係) 

氏 名 等 変 更 届 出 書 

年  月  日 

  市町村長  殿 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法
人にあつてはその代表者の氏名 

 

  氏名(名称、住所、所在地)に変更があつたので、振動規制法第10条の規定により、次

のとおり届け出ます。 

変 更 の
内 容 

変 更 前   ※ 整 理 番 号   

変 更 後   ※ 受理年月日 年  月  日 

変 更 年 月 日 年  月  日 ※ 施 設 番 号   

変 更 の 理 由   ※ 備 考   

 備考 1 ※印の欄には、記載しないこと。 

    2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

    

6



様
式
第
７
（
第
８
条
関
係
）

様式第7(第8条関係) 

特定施設使用全廃届出書 

年  月  日 

  市町村長  殿 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法
人にあつてはその代表者の氏名 

 

  特定施設のすべての使用を廃止したので、振動規制法第10条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

工場又は事業場の名
称 

  ※ 整 理 番 号   

工場又は事業場の所
在地 

  ※ 受理年月日 年  月  日 

使用全廃の年月日 年  月  日 ※ 施 設 番 号   

使 用 全 廃 の 理 由   ※ 備 考   

 備考 1 ※印の欄には、記載しないこと。 

    2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

    

様
式
第
８
（
第
９
条
関
係
）

様式第8(第9条関係) 

承 継 届 出 書 

年  月  日 

  市 町 村 長  殿 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法
人にあつてはその代表者の氏名 

 

  特定施設に係る届出者の地位を承継したので、振動規制法第11条第3項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名

称 
  ※ 整 理 番 号   

工場又は事業場の所

在地 
  ※ 受理年月日 年  月  日 

承 継 の 年 月 日 年  月  日 ※ 施 設 番 号   

被 承

継 者 

氏 名 又 は

名 称 
  ※ 備 考 

  
住 所   

承 継 の 原 因   

 備考 1 ※印の欄には、記載しないこと。 

    2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

    

7



様
式
第
９
（
第
１
０
条
関
係
）

様式第9(第10条関係) 

特定建設作業実施届出書 

年  月  日 

  市 町 村 長  殿 

届出者 
氏名又は名称及び住所並びに法
人にあつてはその代表者の氏名 

 

電話番号               

  特定建設作業を実施するので、振動規制法第14条第1項(第2項)の規定により、次のと

おり届け出ます。 

建 設 工 事 の 名 称   

建設工事の目的に係る施設又は工作物
の種類 

  

特 定 建 設 作 業 の 種 類   

特定建設作業に使用される振動規制法
施行令別表第2に規定する機械の名称、
型式及び仕様 

  

特 定 建 設 作 業 の 場 所   

特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間 
 自   年   月   日 
 至   年   月   日 

日間 

特定建設作業の開始及び終了の時刻 

作業開始 作業終了 作業日 実働時間 

自   時 至   時   時間 

        

振 動 の 防 止 の 方 法   

発注者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあつてはその代表者の氏名 

電話番号       

届出者の現場責任者の氏名及び連絡場
所 

電話番号       

下請負人が特定建設作業を実施する場
合は、当該下請負人の氏名又は名称及
び住所並びに法人にあつてはその代表
者の氏名 

電話番号       

下請負人が特定建設作業を実施する場
合は、当該下請負人の現場責任者の氏
名及び連絡場所 

電話番号       

※  受 理 年 月 日   

※  審 査 結 果   

 備考 1 この届出書は、振動規制法施行令別表第2に掲げる特定建設作業の種類ごとに

提出すること。 

    2 特定建設作業の種類の欄には、振動規制法施行令別表第2に掲げる作業の種類

を記載すること。 

    3 特定建設作業の実施の期間の欄には、その期間中作業をしないこととしている

日がある場合は、作業をしない日を明示すること。 

    4 特定建設作業の開始及び終了の時刻の欄の記載に当たつては、作業の開始時刻

及び終了時刻並びに実働時間が同じである日ごとにまとめてさしつかえない。 

    5 ※印の欄には、記載しないこと。 

    6 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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様
式
第
１
０
（
第
１
０
条
の
２
関
係
）

 

様式第 10（第 10条の２関係） 

 

光ディスク提出書 

 

年  月  日 

 

市 長 村 長  殿 

 

届出者 氏名又は名称及び住所並びに法

人にあつてはその代表者の氏名 

 

 振動規制法第  条第  項の規定による届出に際し提出すべき書類（その添付書

類を含む。）に明示すべき事項を記録した光ディスクを以下のとおり提出します。 

 本提出書に添付されている光ディスクに記録された事項は、事実に相違ありません。 

 

１．光ディスクに記録された事項 

 

 

 

２．光ディスクと併せて提出される書類 

 

 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法令の条項については、当該届出の根拠条項を記載すること。 

   ３ 「光ディスクに記録された事項」の欄には、光ディスクに記録されている

事項を記載するとともに、二枚以上の光ディスクを提出するときは、光ディ

スクに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載すること。 

   ４ 「光ディスクと併せて提出される書類」の欄には、当該届出の際に本提出

書に添付されている光ディスクに記録されている事項以外の事項を記載した

書類を提出する場合にあつては、その書類名を記載すること。 

 

 

様
式
第
１
１
（
第
１
３
条
関
係
）
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